
 

 

令和７年１２月１６日 

 

 

各務原市補正予算書及び予算説明書 

 

 

 

議第１３６号  令和７年度各務原市一般会計補正予算（第８号）･･････････････････････････････････････････････２頁 

議第１３７号  令和７年度各務原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）････････････････････････････２５頁 

議第１３８号  令和７年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）････････････････････････････････３１頁 

議第１３９号  令和７年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）･･････････････････････････３９頁 

議第１４０号  令和７年度各務原市水道事業会計補正予算（第３号）････････････････････････････････････････４３頁 

議第１４１号  令和７年度各務原市下水道事業会計補正予算（第２号）･･････････････････････････････････････４７頁 
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議第１３６号 

 

令和７年度各務原市一般会計補正予算（第８号） 

 

 

令和７年度各務原市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ312,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64,286,793千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

 

 

  令和７年１２月１６日提出 

   

各務原市長  浅 野 健 司      
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議第１３７号 

 

令和７年度各務原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 

 

令和７年度各務原市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,761千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,268,166千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

 

 

  令和７年１２月１６日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司       

25



                      

                      

                        

                    

                         

 

                    

                    

                  

                  

                         

 
26



 

議第１３８号 

 

令和７年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 

令和７年度各務原市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,089千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,871,450千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

 

 

  令和７年１２月１６日提出 

   

各務原市長  浅 野 健 司      
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議第１３９号 

 

令和７年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 

令和７年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ366千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,624,474千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

 

 

  令和７年１２月１６日提出 

   

各務原市長  浅 野 健 司      
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議第１４０号 

 

令和７年度各務原市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

（総則） 

第１条 令和７年度各務原市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和７年度各務原市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

  （既決予定量） （補正予定量） （計） 

（４）主要な建設改良事業 

  改良事業費 1,633,349 千円 1,466 千円 1,634,815 千円 

（収益的支出の補正） 

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支         出 

第２款 水道事業費用 2,870,268 千円 9,473 千円 2,879,741 千円 

第１項 営業費用 2,750,487 千円 9,473 千円 2,759,960 千円 

（資本的支出の補正） 

第４条 予算第４条本文括弧書を次のとおり改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 971,189 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 97,631 千

円、過年度分損益勘定留保資金 785,145 千円及び当年度分損益勘定留保資金 88,413 千円で補てんするものとする。） 

 （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支         出 

第４款 資本的支出 1,751,121 千円 1,466 千円 1,752,587 千円 

第１項 建設改良費 1,645,904 千円 1,466 千円 1,647,370 千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正) 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。 

                （既決予定額） （補正予定額） （計） 
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（１）職員給与費 323,145 千円 10,939 千円 334,084 千円 

 

 

令和７年１２月１６日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司      
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議第１４１号 

 

令和７年度各務原市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

 

（総則） 

第１条 令和７年度各務原市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条 令和７年度各務原市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のと

おり補正する。 

 （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収         入 

第１１款 下水道事業収益 3,083,184 千円 4,196 千円 3,087,380 千円 

第２項  営業外収益 1,302,062 千円 4,196 千円 1,306,258 千円 

支         出 

第２１款 下水道事業費用 3,127,775 千円 4,196 千円 3,131,971 千円 

第１項  営業費用 2,774,108 千円 4,196 千円 2,778,304 千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正) 

第３条 予算第９条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。 

  （既決予定額） （補正予定額） （計） 

（１）職員給与費 144,880 千円 4,196 千円 149,076 千円 

 

 

令和７年１２月１６日提出 

 

各務原市長  浅 野 健 司      

 

47


